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発 言 通 告 書 

【件名及び発言の要旨】 

１ 子ども若者の居場所について 

(1) 子ども若者の居場所をより一層確保することについて 

ア ファシリティマネジメントの推進と子ども若者の居場所の
確保を両立することについて 

イ 放課後子ども教室が小学校高学年の居場所になっていない
ことについて 

ウ 放課後子ども教室を小学校低学年と高学年で分けて考えて
いくことについて 

(ｱ) 放課後子ども教室の開設時間を再考することについて 

(ｲ) 放課後子ども教室を利用する児童の保護者の、放課後児
童クラブ利用ニーズを調査し、把握することについて 

エ 中学生・高校生の居場所の確保について 

 

２ 市内経済界からのジェンダー平等推進について 

(1) 人権・男女共同参画課を人権・ダイバーシティ推進課へ名称

発言者氏名  加藤ゆうすけ 

発言の会議  令和６年 ８月２９日  本会議 

発言の種類  質 疑、一般質問、緊急質問、討 論、その他 

質疑等の方式  一 括、一問一答 

答弁を求める者 市 長 
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変更し、かつ市長室へ移管して生まれた成果について 

(2) 商工会議所と連携し、市内民間企業・市役所にジェンダーギ
ャップ解消の機運を積極的につくることについて 

(3) 男性の育児休業取得率向上・取得日数増を市内事業所に促す
ことについて 

(4) 市役所の男性の育児休業取得率向上・取得日数増を促すこと
について 

(5) 市内事業所の男性の育児休業取得状況に関して、法律上公表
が義務化されていない従業員数の企業に対しても、積極的にヒ
アリングし、把握していくことについて 

(6) 入札の格付制度におけるジェンダー平等の評価基準を引き上
げるなど積極策の導入について 


